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■公的医療機関2025プラン策定 [県内9病院]

■各圏域における公的病院を中心とした再編・ネットワークの
方向性について適宜協議を実施

地域医療構想の実現に向けた取組について
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■「推進区域」設定
（有田・新宮）

■ 地域医療構想推進アドバイザー設置

■ 各医療機関における具体的対応方針の速やかな策定に向けた取組
■ ⾧期間非稼働となっている病床の廃止を求める通知

地域医療構想調整会議 医療機関相互の協議により、各医療機能の必要量に向けて病床を再編
■ アンケートを実施し、対応方針を確認

■『重症心身障害児施設の病床』の取扱い
国との協議を重ね、現状の病床数より控除する特例扱いとなる。
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・今後担う予定の役割

・2025年における機能別の病床数など

対応方針の策定・検証状況（ R7年3月現在）
総計県全体

協議・検証中合意・検証済

3.6%389床96.4％10,521床10,910床病床数

7.3%9機関92.7%115機関124機関医療
機関数

■ 病床機能を明確化する
「定量的基準」導入

総計未分類慢性期回復期急性期高度
急性期

2015年
病床機能報告

▲3,108▲356▲1,2581,907▲2,959▲442
2025年まで
に増減すべき
病床数

■「定量的基準」
見直し

各種補助金等を
組み合わせた取組み

■ 非稼働病床に係るヒアリングの実施

地域医療介護総合確保基金 病床数適正化支援事業

➣ 病床機能分化・連携推進事業補助金
病床機能の転換や廃止を行う医療機関に対し、

施設や設備整備等に要する経費を支援
① 回復期病床整備事業
② 高度急性期病床整備事業
③ 病床廃止等事業

➣ 病床機能再編支援事業給付金
病床減少を伴う病床機能再編等に対し、

病床利用率と減少病床数に応じた給付金を支給
① 病床減少に伴う財政支援
② 病院統合に伴う財政支援

患者減少等により経営状況の急変等を受けて、病床数の適正化
を進める医療機関を対象とした経費相当分の給付金を支給

【交付額】
病院（一般病床・療養病床・精神病床）・有床診

4,104千円/床

進捗目標：策定率が100％に達していない場合は、対応方針の策定率。
策定率が100％に達している場合は、実施率。

R6国経済対策補正予算

約3,000床が過剰と判明 病床再編に係る取組

■地域密着型協力病院【県独自制度の創設】

急性期、高度急性期病院と在宅医療とをつなぐ
役割を担う医療機関として指定

（27病院 ※R7.6現在）
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分類なし 0 分類なし 0 分類なし 0

慢性期 371
慢性期 293

慢性期 385

回復期 197 回復期 296
回復期 261

急性期 515
急性期 360 急性期 267

高度急性期 0

高度急性期 0
高度急性期
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地域医療構想における機能別病床数の推移

【和歌山県全体】 【那賀圏域】

地域医療構想に
おける2025年の
必要病床数

必要数に対し、
1,408床 過剰

回復期病床が
922床不足

必要病床数に対しわず
かに不足。病床機能別
では、過剰・不足あり。

1,083

949
961

地域医療構想に
おける2025年の
必要病床数
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矛盾が存在

・入院患者の多くが、他府県を含む圏域外
より多く流入

・１０年以上⾧期入院する患者が全体の
半数以上を占める

・例えば、４０年以上⾧期入院している
患者なども珍しくない

・新規入院患者、退院患者数はごく少数

【取扱方針】
「重症心身障害児施設の病床」について、現状の病床数より控除する特例扱いとする。

「重症心身障害児施設の病床」の取扱いについて

●地域医療構想において、「重症心身障害児
施設の病床」は、 「慢性期病床」として算定。

●医療法に基づく「医療計画」においては、下記の特例措置が
存在

特定の患者のみが利用する「重症心身障害児施設の病床」や
「国立ハンセン病療養所の病床」は、病床数に算定しない。

（１）上記に対する対応

〇関係医療機関に対する状況調査を実施し、地域の実情を確認。

様々な機会を捉えながら、国と協議を重ねる。

〇『地域医療構想策定』後も、国との協議を継続して実施。

（２）国との協議を重ねた結果、国との合意に至る（平成２８年１２月）
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４

「2025年の必要病床数」との比較（重症心身障害児施設の病床数を考慮）



①非稼働病床については、病床の廃止や他施設への転換について引き続き依頼（【具体的な対応】ヒアリングを実施）

〈ヒアリング対象〉

非稼働病床数が１０床以上の医療機関

〈ヒアリング内容〉

非稼働の理由、非稼働病床の今後の予定等
※非稼働病床を廃止する場合など、具体的な方針が決まっている場合は調整会議で合意を得る。
※病床を削減や機能転換する際には、補助金等を使える可能性有。

③病床機能に係る定量的基準を参考に、病床機能の報告を依頼（【具体的な対応】定量的基準に基づいた報告を再度依頼）

②今後の対応方針への実施状況を確認

■構想区域毎の地域医療構想の推進に係る目標は、２０２３年度当初に対応方針の策定率が１００％
に達していない場合は、対応方針の策定率。

既に対応方針の策定率が１００％に達している場合は、合意した対応方針の実施率。

■２０２５年の課題【那賀保健医療圏】

・非稼働病床が４９床 ・急性期、回復期病床の過剰 ・慢性期病床の不足

課題を解決するためにこれまでの取り組みを引き続き継続（強化）

地域医療構想の今後の進め方
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非稼働病床の状況

医療機関名 病棟名

2024（令和

6）年7月１日

時点の機能

一般病棟

許可病床数

療養病床

許可病床数
合計

一般病棟

最大使用

病床数

療養病床

最大使用

病床数

合計 非稼働病床

公立那賀病院 ３階北病棟 急性期 44 0 44 44 0 44 0

公立那賀病院 ３階南病棟 急性期 51 0 51 51 0 51 0

公立那賀病院 ４階北病棟 急性期 52 0 52 52 0 52 0

公立那賀病院 ４階南病棟 急性期 50 0 50 50 0 50 0

公立那賀病院 ５階北病棟 急性期 52 0 52 52 0 52 0

公立那賀病院 ５階南病棟 急性期 51 0 51 51 0 51 0

名手病院 ２F病棟 回復期 58 0 58 58 0 58 0

名手病院 ３F病棟 回復期 0 46 46 0 46 46 0

貴志川リハビリテーション病院 １階病棟 回復期 0 48 48 0 43 43 5

貴志川リハビリテーション病院 ２階病棟 急性期 60 0 60 56 0 56 4

貴志川リハビリテーション病院 ３階病棟 慢性期 0 60 60 0 52 52 8

稲穂会病院 医療療養病棟 慢性期 0 24 24 0 24 24 0

殿田胃腸肛門病院 一般病棟 回復期 59 0 59 30 0 30 29

富田病院 一般病棟 回復期 47 0 47 45 0 45 2

富田病院 医療療養病棟 慢性期 0 54 54 0 54 54 0

つくし医療・福祉センター 第１療育棟 慢性期 42 0 42 42 0 42 0

つくし医療・福祉センター 第２療育棟 慢性期 48 0 48 48 0 48 0

つくし医療・福祉センター 第３療育棟 慢性期 46 0 46 46 0 46 0

奥クリニック 慢性期 19 0 19 19 0 19 0

やよいメディカルクリニック 回復期 19 0 19 18 0 18 1

紀の川クリニック 回復期 19 0 19 19 0 19 0

717 232 949 681 219 900 49計
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